
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  定期借地権の保証金に係る経済的利益 

Ｑ：定期借地権を設定した場合受取った保

証金は、運用方法によって課税問題が生じる

場合があるとか。どうなっているのですか？  

 

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

定期借地権を設定した場合に受取る保証金

は、いわゆる預かり金なので、預かったときは

課税関係が生じないのですが、運用方法によっ

てはその運用に係る経済的利益に対して税金

がかかることになっています。 

①  保証金が各種所得の基因となる業務に係る

資金として運用されている場合又はその業

務の用に供する資産の取得資金に充てられ

ている場合 

保証金を返還するまでの各年分の不動産所

得に、経済的利益の額を収入金額と必要経

費の両方に算入することになっているので、

実質的には課税関係が起こらない。 

②  預貯金等の金融資産に運用されている場合 

預貯金に運用されている場合は、利子に対

して税金が課せられることとなるので、経

済的利益に対しては課税されないこととな

っている。 

③  上記以外 

保証金につき適正な利率で計算した利息相

当額を各年分の不動産所得の収入金額に算

入する。 

適正な利率は、毎年２月頃に公表されます

が、平成21年分は1.3%となっています。 
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